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事案の概要

本件は、発明の名称を「情報処理端末」とする特許出願の拒絶査定不服審判請求（不服2023−11666号）
についての審決取消訴訟である。特許庁は、審判請求と同時にした本件補正のうち、補正事項４は、特
許請求の範囲を減縮するものでなく、その他、特許法第17条の２第５項各号のいずれを目的とするもの
でもないから、補正事項４を含む本件補正は、同法同条同項に規定する要件を満たしていないと判断し
た。また、仮に本件補正が特許請求の範囲の減縮を目的とするものであるとしても、本件補正後の請求
項１に係る本件補正発明は明確でないから、独立特許要件違反に該当すると判断した。そして、特許庁は、
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